
中土佐町生活支援燃料券事業実施要綱 

(目的) 

第1条 この要綱は、原油価格の高騰によるガソリン、灯油等の価格の上昇や新型コロ

ナウイルス感染拡大の影響を受けた町民の生活を支援するため、ガソリン、軽油、

灯油の購入及びLPガスの利用料金と引き換えられる、中土佐町生活支援燃料券(以下

「燃料券」という。)を配布し、町民の生活の安定を図ることを目的とする。 

(定義) 

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 交付対象者 令和4年12月1日現在において、中土佐町に住所を有する世帯の世

帯主(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に定める世帯主をいう。以下同

じ。)とする。ただし、入所施設(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、ケア

ホーム、有料老人ホーム、障害者施設等)へ住所を有する者を除く。 

(2) 燃料 ガソリン、灯油、軽油、LPガスをいう。 

(3) 特定取引 燃料を購入する際に、燃料券を弁済手段として使用することをいう。 

(4) 取扱店 特定取引を行い、受け取った燃料券の換金を申し出ることができる事

業者等として登録された者をいう。 

(燃料券の交付等) 

第3条 中土佐町は、交付対象者からの申請によらず、本町の住民基本台帳を確認のう

え、交付対象者を決定し、燃料券を交付する。 

2 燃料券の交付額は、1世帯につき1万円とする。 

3 第1項の規定により交付対象者に交付する燃料券1枚当たりの券面記載額は500円と

し、20枚を1組として交付する。 

4 燃料券は、交付対象者に対し、原則としてゆうパック郵便で送付し、交付対象者に

到着した後は、汚損、紛失等いかなる理由があっても再交付はしない。  

5 前項による送付の結果、返戻があった場合は、事業終了まで町で保管することとす

る。 

6 郵便局から返戻のあった燃料券について、当該交付対象者が交付を希望するときは、

別記様式第1号に本人確認書類を添えて町長に申請しなければならない。 

7 前項の申請にあたり、交付対象者と同一の世帯に属する者が燃料券の交付を申請す



るときは、当該世帯員の本人確認書類を前項の本人確認書類に代え、交付対象者の

代理人が燃料券の交付を申請するときは、別記様式第1号に当該代理人に交付申請を

委任する旨の記入・押印をするとともに、前項の本人確認書類に加えて、当該代理

に係る本人確認書類を提出しなければならない。 

8 前2項の規定により燃料券を交付する場合は、第5項の規定にかかわらず、直接申請

者に交付することができるものとする。 

9 その他、燃料券を交付するに当たり必要がある場合は、別記様式第 1号の提出に

より、第 1項の規定に準じ確認することができるものとする。  

(燃料券の給付額) 

第4条 燃料券は、交付対象者と取扱店との間における特定取引において燃料の購入に

のみ使用することができる。 

2 特定取引に使用された燃料券の券面記載の金額の合計額が特定取引の対価を上回

るときは、取扱店から燃料券の使用者に対して、当該対価を上回る額に相当する金

銭の支払いは行わないものとする。 

3 交付対象者は、燃料券の転売及び換金を行ってはならない。 

(燃料券の使用期間) 

第5条 取扱店において燃料券を使用することができる期間は、令和5年1月1日から令

和5年2月28日までの間とする。 

(取扱店の登録等) 

第6条 取扱店の登録資格及び登録方法、取扱店の責務等については別に定める。  

(燃料券の換金) 

第7条 町長は、特定取引において燃料券が使用された場合は、当該燃料券を受け取っ

た取扱店に対し、請求様式に記載された金額を支払うものとし、換金等については

別に定める。 

(その他) 

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。  

 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

 



別記様式第１号（第３条関係） 

                                                        年  月  日 

 中土佐町長       様 

 

             （申請者） 

住   所  

氏   名            印 

生年月日      年   月  日 

 

中土佐町生活支援燃料券交付申請書 

 

令和４年度中土佐町生活支援燃料券事業実施要綱第３条の規定により、本人確認書

類を添えて以下のとおり申請します。 

 

記  

交付対象者（世帯主）   氏  名  ：                      

            住  所  ： 中土佐町          番地       

 

交付対象者との関係  □  世帯主本人  

□  同一世帯に属する者  

□  代理人（  詳細：                  ） 

※  申請者が同一世帯でない場合は委任欄への記入が必

要です。 

 

 

【委任者記入欄】  

私は、上記申請者を代理人と認め、中土佐町生活支援燃料券の交付申請及び燃料

券の受取を委任します。   

 

    住  所：                番地    

    氏  名：                 印    

 

（受取ができない理由）  

□  長期不在         □ 入院中 

□  その他の理由（                     ） 

※上記申請書の提出によって、中土佐町役場町民環境課へ照会を行うことに同意し

たこととみなします。  


